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鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

３ 建設副産物の利用（再資源化）の促進 

 建設副産物の利用及び再生資材としての利用促進を図

ることについては、以下のとおりとする。 

（１）略 

 

（２）土砂 

ア及びイ 略 

ウ ア又はイにより利用できない建設発生土については、

当該現場から５０ｋｍ以内に財団法人鳥取県建設技術

センターの事業所又は受入れ可能な地方公共団体等が

運営する残土処分場がある場合は、これらの中で運搬費

及び処分費に要するコストが最も安価となる所に搬出

する。 

   なお、地方公共団体等が運営する残土処分場とは、地

方公共団体又は地方公共団体が委託した土地開発公社

が運営する残土処分場をいい、地方公共団体等が運営す

る残土処分場への処分費については技術企画課と協議

の上、決定する。 

 

 

 

エ ウによりがたい場合は、民間残土受入地（民間残土受

入地の登録申請及び審査要領（平成１７年３月３０日第

２００４０００２６０８６号県土整備部部長通知）２の

規定により登録した民間残土受入地をいう。）の中で運

搬費及び処分費に要するコストが最も安価となる所に

搬出する。 

オ ア、イ、ウ又はエによりがたい場合は、その建設工事

の監督業務を所管する各機関（以下「工事監督機関」と

いう。）において、本庁の担当課と協議して、その処分

方法を決定する。 

カ ア又はイにより利用できない建設発生土について、こ

れを譲り受けたいとの第三者からの申し入れがあった

ときは、下記により一般競争入札を行い売却する。（別

紙フロー参照） 

(ｱ) 予定価格は、建設発生土の掘削費相当額以上とす

る。ただし、当該額での売却が困難と予想される場

合、工事監督機関は、本庁の担当課と協議して、当

該額未満の予定価格を定めることができる。 

(ｲ) 建設発生土は、当該工事現場で引き渡す。ただし、

当該工事現場での引き渡しが困難と予想される場

合、工事監督機関は、本庁の担当課と協議して、引

き渡し場所を決めることができる。 

(ｳ) 工事の請負者に対しては、譲渡する建設発生土の運

搬及び投棄料に係る経費を減額し、変更契約する。

(ｴ) 国庫補助事業等にあっては、補助対象経費から運搬

及び投棄料等に係る経費並びに売却収入を減額し、

変更申請する。 

（３）及び（４） 略 

 

（５） 建設発生木材 

 ア及びイ 略 

３ 建設副産物の利用（再資源化）の促進 

  建設副産物の利用及び再生資材としての利用促進を図

ることについては、以下のとおりとする。 

（１）略 

 

（２）土砂 

ア及びイ 略 

ウ ア又はイにより利用できない建設発生土については、

当該現場から５０ｋｍ以内に財団法人鳥取県建設技術

センターの事業所、民間残土受入地（民間残土受入地の

登録申請及び審査要領（平成１７年３月３０日第

200400026086号県土整備部部長通知）２の規定により登

録した民間残土受入地をいう。）又は受入れ可能な地方

公共団体等が運営する残土処分場がある場合は、これら

の中で運搬費及び処分費に要するコストが最も安価と

なる所に搬出する。 

  なお、地方公共団体等が運営する残土処分場とは、地

方公共団体又は地方公共団体が委託した土地開発公社

が運営する残土処分場をいい、地方公共団体等が運営す

る残土処分場への処分費については技術企画課と協議

の上、決定する。 

 

 

 

 

 

 

エ ア、イ又はウによりがたい場合は、その建設工事の監

督業務を所管する各機関（以下「工事監督機関」という。）

において、本庁の担当課と協議して、その処分方法を決

定する。 

オ ア又はイにより利用できない建設発生土について、こ

れを譲り受けたいとの第三者からの申し入れがあった

ときは、下記により一般競争入札を行い売却する。（別

紙フロー参照） 

(ｱ) 予定価格は、建設発生土の掘削費相当額以上とす

る。ただし、当該額での売却が困難と予想される場

合、工事監督機関は、本庁の担当課と協議して、当

該額未満の予定価格を定めることができる。 

(ｲ) 建設発生土は、当該工事現場で引き渡す。ただし、

当該工事現場での引き渡しが困難と予想される場

合、工事監督機関は、本庁の担当課と協議して、引

き渡し場所を決めることができる。 

(ｳ) 工事の請負者に対しては、譲渡する建設発生土の運

搬及び投棄料に係る経費を減額し、変更契約する。

(ｴ) 国庫補助事業等にあっては、補助対象経費から運搬

及び投棄料等に係る経費並びに売却収入を減額し、

変更申請する。 

（３）及び（４） 略 

 

（５） 建設発生木材 

 ア及びイ 略 



鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領 新旧対照表 

 ウ 処分を前提として取得した立木を伐採した木材につ

いては、ア又はイにより搬出することができる場合であ

っても、木材市場等（別紙１）に売却する。この場合に

おいては、原則として２社以上から見積もり等を徴収し

運搬費も含めた経費が最も安価となる木材市場等に決

定し、設計において売却費（木材市場等の販売手数料及

び整理手数料を差し引いた額）をマイナス計上する。 

 ただし、運搬費も含めた経費が、再資源化施設へ搬出

した方が安価となる場合は、当該再資源化施設へ搬出す

る。 

   なお、木材市場等では取り扱っていない竹、小径木、

枝葉、根株等については、ア又はイにより搬出する。 

エ及びオ 略 

 

４ 再生資材等の使用の促進 

  「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づく再生資

源を利用して製造された製品は、その適用範囲により基礎

材、路盤材、アスファルト混合物等へ使用すること。 

（以下削除） 

 

 

 

（１） 使用再生資材 

ア 再生クラッシャーラン（Ｒｃ） 

 ・Ｒｃｃ（コンクリート塊が全体重量比で５０％以上含

まれた砕石） 

 ・Ｒｃａ（アスファルト・コンクリート塊が全体重量比

で１５％以上含まれた砕石） 

 ・Ｒｃｘ（Ｒｃｃ、Ｒｃａ以外の再生クラッシャーラン）

イ 再生砂 

ウ 再生加熱アスファルト混合物 

エ コンクリート雑割材 

なお、「Ｒｃ」とは、再生材（コンクリート殻、アスフ

ァルト・コンクリート殻、溶融スラグ等）が全体重量比で

１５％以上含まれた砕石である。 

  （以下削除） 

 

 

 

 

 

（２）再生資材の使用の方針 

原則として再生資材を使用するものとしている場合、再

生資材の使用について請負者が再資源化施設側と供給状

況等について協議することとし、再資源化施設側から書面

により供給の確保ができない旨の回答があった場合又は

工事監督機関が品質の確保ができないと判断した場合に

限り、新材を使用することとする。 

ア 再生クラッシャーラン 

  全ての公共事業において、工事現場から４０kmの範囲内

に再資源化施設がある場合に、原則として次の用途に使用

する。 

  ・構造物の基礎材、裏込材、路盤材等 

 ウ 処分を前提として取得した立木を伐採した木材につ

いては、ア又はイにより搬出することができる場合であ

っても、当該工事現場から最も近い木材市場等に販売を

委託して売却する。この場合、設計において売却費（木

材市場等の販売手数料及び整理手数料を差し引いた額）

をマイナス計上する。 

 

 ただし、運搬費も含めた経費が、再資源化施設へ搬出

した方が安価となる場合は、当該再資源化施設へ搬出す

る。 

   なお、木材市場等では取り扱っていない竹、小径木、

枝葉、根株等については、ア又はイにより搬出する。 

エ及びオ 略 

 

４ 再生資材等の使用の促進 

  「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づく再生資

源を利用して製造された製品は、その適用範囲により基礎

材、路盤材、アスファルト混合物等へ優先使用すること。

  公共工事におけるコンクリート塊、アスファルト・コン

クリート塊の再生資材としての使用については、再資源化

を図った量と同程度の量を以下の用途に使用するよう努

める。 

（１）使用再生資材 

ア コンクリート再生材 

・再生クラッシャーラン（Ｒｃｃ、Ｒｃｂｃ） 

・再生コンクリート砂（Ｒｓ） 

・コンクリート雑割材 

イ アスファルト・コンクリート再生材 

・再生加熱アスファルト混合物 

・再生クラッシャーラン（Ｒｃａ） 

ウ コンクリート及びアスファルト・コンクリート再生材

・再生クラッシャーラン（Ｒｃａｃ） 

なお、「Ｒｃｃ」とは、コンクリート塊１００％で生産

された砕石である。 

「Ｒｃｂｃ」とは、コンクリート塊と新材で生産された

砕石である。 

「Ｒｃａ」とは、アスファルト・コンクリート塊及び新

材で生産された砕石であり、アスファルト・コンクリー

ト塊が全体重量比で１５％以上含まれた砕石である。 

「Ｒｃａｃ」とは、コンクリート塊とアスファルト・コ

ンクリート塊１００％で生産された砕石である。 

（２）再生資材の使用の方針 

原則として再生資材を使用するものとしている場合、再

生資材の使用について請負者が再資源化施設側と供給状

況等について協議することとし、再資源化施設側から書面

により供給の確保ができない旨の回答があった場合又は

工事監督機関が品質の確保ができないと判断した場合に

限り、新材を使用することとする。 

ア 再生クラッシャーラン 

  全ての公共事業において、工事現場から４０kmの範囲内

に再資源化施設がある場合に、原則として次の用途に使用

する。 

  ・小構造物の基礎材、裏込材、仮設道路の路盤材（ただ



鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領 新旧対照表 

 

(ｱ)必要量確保できない場合又は品質が確保できない

場合は、新材を使用する。 

(ｲ)河川護岸の裏込材については、アスファルト塊が

混入したものを使用しないものとする。 

   (以下削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 再生砂 

  全ての公共事業において、工事現場から４０kmの範囲内

に再資源化施設がある場合に、原則として次の用途に使用

する。 

・ 遮断層、埋戻材、置換砂 

(ｱ)必要量確保できない場合又は品質が確保できない

場合は、新材を使用する。 

ウ及びエ 略 

 

（３）設計図書における指定 

建設副産物の利用を促進するため、再生資材の利用、再

資源化施設への搬出等については、設計図書に下記項目を

明示することとする。 

 ア 再生資材 

  ・資材名 

  ・規格 

 

 イ 略 

 

（４）積算上の扱い 

ア 再生資材の単価は土木工事実施設計単価表によるも

のとし、記載されていない再生資材の単価は「鳥取県県

土整備部設計単価決定要領」に基づき決定すること。 

イ～エ 略 

（５） 略 
 
 
 
 
 
 
 

し、重要構造物を除く。） 

(ｱ)Ｒｃｃ又はＲｃａｃを最優先とする。 

(ｲ)Ｒｃｃ又はＲｃａｃが必要量確保できない場合又

は品質が確保できない場合は、Rcaを使用する。 

(ｳ)Ｒｃｃ、Ｒｃａｃ又はＲｃａが必要量確保できな

い場合又は品質が確保できない場合は、Ｒｃｂｃを

使用する。 

(ｴ)Ｒｃｃ、Ｒｃａｃ、Ｒｃａ又はＲｃｂｃが必要量

確保できない場合又は品質が確保できない場合は、

新材を使用する。 

(ｵ)河川護岸の裏込材については、Ｒｃａｃ及びＲｃ

ａは使用しないものとする。 

  ・下層路盤 

(ｱ)Ｒｃａを最優先とする。 

(ｲ)Ｒｃａが必要量確保できない場合又は品質が確保

できない場合は、Ｒｃｃ又はＲｃａｃを使用する。

(ｳ)Ｒｃａ、Ｒｃｃ又はＲｃａｃが必要量確保できな

い場合又は品質が確保できない場合は、Ｒｃｂｃを

使用する。 

(ｴ)Ｒｃａ、Ｒｃｃ、Ｒｃａｃ又はＲｃｂｃが必要量

確保できない場合又は品質が確保できない場合は、

新材を使用する。 

 イ 再生コンクリート砂 

  単県公共事業において、工事現場から４０kmの範囲内に

再資源化施設がある場合に、原則として次の用途に使用す

る。 

  ・遮断層、埋戻材、置換砂 

 

 

ウ及びエ 略 

 

（３）設計図書における指定 

建設副産物の利用を促進するため、再生資材の利用、再

資源化施設への搬出等については、設計図書に下記項目を

明示することとする。 

 ア 再生資材（別記１） 

  ・資材名 

  ・規格 

  ・使用箇所 

 イ 略 

 

（４）積算上の扱い 

ア 再生資材の単価は土木工事実施設計単価表によるも

のとし、記載されていない再生資材の単価は見積りに基

づき決定すること。 

イ～エ 略 

（５） 略 
 

別記１ 

再生資材の使用に関する特記仕様書 

 

請負者は、再生資材等の使用に際し、鳥取県県土整備部公

共工事建設副産物活用実施要領（平成１４年６月２５日管第

６７５号県土整備部長通知）を遵守すること。 



鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領 新旧対照表 

 
 
 
 
 
 
 
 
別記１削除 

 

資材名、規格、使用箇所は下記のとおりとすること。なお、

使用に際し、監督員及び再資源化施設などと十分協議するこ

と。 

 ただし、工事発注後、再生資材の品質及び供給が得られな

い等やむを得ない事情により下記の指定により難い場合は

別途協議すること。 

 

 

 




